　　岡崎市　　　　　学区市民ホーム消防計画
第１章　総　則

　（目的）
第１条　この消防計画は、　　　　　　学区市民ホームの防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全を図ることを目的とする。
　（適用範囲）
第２条　この計画は、　　　　　　学区市民ホームの管理者、利用者及び出入りするすべての者に適用する。
　（防火管理者の権限と業務）
第３条　　　　　　　学区市民ホームの防火管理者は、この計画に基づく一切の権限を有し使用者と相互に協力し、次の防火管理業務を行なわなければならない。

（１）消防計画の作成、検討及び変更
（２）防火上、避難上必要な施設及び消防用設備等の点検並びに建物の検査及び整備
（３）使用者に対する消防用設備等の使用上の技術指導並びに防火、防災上必要な教育
（４）消防機関に対する各種届及び報告、連絡等の実施

（５）収容人員の把握と安全管理

（６）消防用設備等の設置位置及び発災時の避難経路を明示した「避難経路図」の作成、掲示

（７）管理権原者に対する助言及び報告並びにその他防火管理上必要な業務

（８）消火、通報及び避難誘導等の訓練の実施

　（防災管理委員会の開催）
第４条　　　　　　　学区市民ホームにおける防火管理の適正を期すため、防火管理者を会長に防災管理委員会を適宜開催する。

第２章　予防管理対策

　（予防管理組織）

第５条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を別表１のとおり定める。

　（火気使用時の遵守事項）
第６条　火気を使用する者は次の事項を遵守しなければならない。
（１）ガスコンロ、ガス湯沸し等の火気使用設備器具は指定された場所以外では使用しないこと。また、使用後はガスコックを閉めること。
（２）火気使用設備器具を使用する時は、使用前に必ず器具の点検を行うとともに、可燃物の周囲では使用しないこと。
　（火災予防及び震災対策）

第７条　火災及び震災等による災害を予防するため、建物、火気使用設備等の検査及び消防用設備等の点検を次により行うものとする。

（１）防火管理者

ア　建物及び消防用設備等の自主検査－－－－－建物及び内部の廊下階段等の共用部分並びに電気設備等の検査（年４回以上）

イ　消防用設備等の法定点検－－－－－消火器、非常警報設備、誘導灯、避難器具の点検（６箇月毎）

（２）使用者

使用者の管理する火気使用設備にあっては、使用者の責任において使用後、点検を行い、閉館時管理者が再度点検を実施するものとする。

　（報告及び記録）

第８条　防火管理者は前条による検査及び点検の結果を「防火管理台帳」に記載しその不備欠陥事項については改修に努めること。

２　消防用設備等にあっては、消防法第１７条の３の３の規定に基づき法定点検の結果を１年に１回、岡崎市消防長に報告するものとする。

第３章　自衛消防活動

　（組織と任務）

第９条　火災、地震、その他の災害が発生した場合に、被害を最小限にとどめるため自衛消防組織を別表１のとおり定める。

第４章　教育・訓練

　（訓練及び防災教育）

第10条　防火管理者は、次により訓練及び防災教育を実施するものとする。

（１）訓練実施日－－－－－春、秋の火災予防運動等の機会をとらえ、年２回以上防火管理者は、訓練実施日の３日前までに「消防訓練実施届」を岡崎市消防長に届け出ること。

（２）訓練、教育種別

ア　消火、通報及び避難等の訓練

イ　地域ぐるみの震災訓練等への参加

ウ　防火上、避難上必要な施設及び消防用設備等の使用技術の教育訓練

エ　防火思想の普及高揚のための教育

附　　則

この消防計画は、令和　　年　　月　　日から施行する。
　　岡崎市　　　　　学区市民ホーム
＜予防管理組織編成表＞

	管理権原者
(市民協働推進課長)
	───学区市民ホームの管理全般


　　　市民協働推進課長
氏名　畔柳　康弘
　　（Tel　２３－６６６１）
	
	　┌─防災管理委員会の開催

　├─各種訓練及び防災教育

─┼─防災対策上必要な検査、点検

　└─防火管理台帳の記録及び消防機関への報告

	防火管理者
	

	
	


氏名　

　　（Tel　　　　　　　　）

	
	　┌─ストーブ等の火気の管理

　├─火気使用設備、器具の安全管理

─┼─電気設備、器具の安全管理

　├─消火器具の管理

　├─避難管理

　├─地震時の出火防止に関すること

　└─その他火災予防事項

	館内火元責任者
	

	
	


氏名　

　　（Tel　　　　　　　　）



＜自衛消防組織編成表＞
	自衛消防隊長
	───指揮、監督及び付近住民の協力要請


氏名　

　　（Tel　　　　　　　　）

	防火管理者
	───通報、消火、避難等の措置全般


氏名　

　　（Tel　　　　　　　　）

	通報連絡係
	───消防機関への通報と館内への報知及び到着した消防隊への情報提供と管理権原者への連絡


館内使用者にて選任（２名程度）
	消火係
	───消火器等を用いて消火活動にあたる


館内使用者にて選任（３名程度）
	避難誘導係
	───非常口を開放して入館者の避難誘導にあたる


館内使用者にて選任（３名程度）
別表１








